
　地方消費税交付金のうち消費税率引上げに伴う増収分については、その使途を明確化し、

社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

　岩泉町の令和２年度一般会計決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充

当状況は、次のとおりです。

【歳入】　地方消費税交付金（社会保障財源化分） 117,002 千円

【歳出】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる 1,467,670 千円

 　　　　　社会保障施策に要する経費

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 単位：千円

国県支出金 地方債 その他
引き上げ分の
地方消費税

その他

１　総合福祉 20,655 0 0 0 2,654 18,001

２　医　　 療 456,430 93,690 8,404 4,888 44,896 304,552

３　介護・高齢
　　者  福  祉

151,118 22,889 0 8,395 15,396 104,438

４　子 ど も ・
　　子  育  て

460,537 94,200 0 40,054 41,920 284,363

５　障がい者
　  福     祉

363,810 273,882 0 0 11,554 78,374

６　貧困・格差
　　対策等

15,120 10,587 0 0 582 3,951

計 1,467,670 495,248 8,404 53,337 117,002 793,679

※　総務省『社会保障施策に要する経費』に関する調査区分により分類しています。
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